
加
賀
穂
御
定
也
容
一

一
、
千
本
は
ど
の
事
。

一
、
さ
し
ぎ
ほ
の
事
。

一
、
て
ん
の
あ
み
に
て
ひ
ば
り
取
事
。

一
、
あ
み
に
て
諸
鳥
取
事
。

一
、
っ
た
さ
し
候
事
。

右
石
川
・
河
北
爾
郡
竪
御
停
止
候
。
但
、
御
判
形
に
て
被
仰
付
候
も
の

t
A

儀
者
、
無
呉
儀
候
。
其
外
み
だ
り
に
致
殺
生
輩
於
有
之
者
、
可
震

御
成
敗
同
国
被
仰
出
也
。
の
如
件
。

慶
長
十
五
年
十
二
月
十
日

横

山

山

城

守

奥

村

伊

強

守

篠

原

出

mm
守

五
回
絹
・
布
丈
尺
之
儀
御
定

領
内
中
絹
布
の
た
け
・
は
ど
定
之
事

一
、
き
ぬ
の
た
け
は
京
尺
二
丈
五
尺
、
は
ピ
は
大
む
か
し
の
ご
と
く

た
る
べ
き
事
。

一
、
布
の
た
け
は
京
尺
二
丈
八
尺
、
は
ピ
は
如
前
々
た
る
べ
き
事
。

右
定
上
、
若
た
け
・
は
ピ
尺
に
遼
候
は
ど
可
第
曲
事
候
。
但
、
来
七
月

高

札

一
、
今
度
取
ち
ら
し
候
城
中
諸
道
具
、
か
く
し
置
輩
之
依
存
知
候
も

の
、
多
少
に
よ
ら
守
ひ
そ
か
に
可
申
上
候
。
共
ロ
聞
に
随
ひ
、
ほ
う
び

門
知
曾
》

と
し
て
或
は
知
行
を
遣
、
或
金
銀
を
可
遺
候
。
縦
ち
い
ん
懇
切
之
聞

に
候
と
も
、
此
度
之
俄
於
申
出
者
可
篤
忠
節
事
。

一
、
諸
道
具
ひ
ろ
ひ
候
も
の
L
所
よ
り
上
候
は
皆
、
漏
紳
妙
之
俄
に

候
僚
、
右
之
ご
と
く
其
ロ
聞
に
随
ひ
可
褒
美
事
。

右
如
此
之
上
、
か
〈
し
置
も
の
有
之
者
、
後
日
開
出
次
第
、
一
一
期
可

遂
成
敗
者
也
-

慶
長
七
年
十
一
月
七
日

五
七
ち

N
h

み
銀
子
遁
用
之
儀
御
鰯

定

分
間
中
諸
商
寅
之
事
、
此
巴
前
如
有
楽
、
ち

r
み
之
銀
子
慌
て
可
令

取
沙
汰
、
自
然
は
い
ふ
き
於
相
渡
者
、
其
時
之
相
場
次
第
歩
を
入
荷

取
波
可
致
之
。
若
背
此
旨
輩
於
有
之
者
、
可
成
曲
言
者
也
。

慶
長
九
年
間
八
月
七
日

御
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朔
日
よ
り
相
定
上
、
自
然
た
け
・
は
ピ
短
を
取
&
っ
か
ひ
候
も
の
有

之
者
、
念
度
可
鏡
獅
成
敗
者
也
。

慶
長
三
年
六
月
三
日

五
五
雲
雀
捕
獲
停
止
之
儀
御
定

法

度

右
蛍
地
於
近
議
ひ
ば
り
取
候
事
、
堅
御
停
止
候
。
若
背
此
皆
も
の
有

之
候
者
、
可
底
罪
科
旨
被
仰
出
候
者
也
。

慶
長
十
三
年
二
月
七
日

五
六

城
中
火
災
に
付
諸
道
具

届
出
之
儀
御
鰯

今
夜
と
り
訟
と
し
候
城
中
諸
道
具
ど
も
、
井
か
た
た
・
わ
き
ざ
し
、
其

外
何
色
に
よ
ら
宇
ひ
ろ
ひ
候
も
の
、
今
明
日
中
に
指
上
可
申
候
。
念

度
ほ
う
び
せ
し
む
べ
〈
候
。
若
か
〈

L
置
に
恥
い
て
は
、
出
次
第
一

類
可
成
政
候
。
叉
か
〈
し
置
も
の
t
A

儀
申
而
出
輩
者
、
別
而
褒
美
せ

し
む
べ
き
之
僚
、
可
成
其
意
者
也
。

慶
長
七
年
十
一
月
朔
日

御

中l

五
八
煙
草
停
止
之
儀
御
定

一
.
、
御
分
間
た
ば
と
か
た
く
被
成
御
停
止
畢
。
若
み
だ
り
に
取
扱
候

も
の
於
有
之
は
、
可
被
鹿
罪
科
旨
被
仰
向
者
也
。

慶
長
十
六
年
六
月
朔
日

五
九
他
園
者
に
宿
貸
候
儀
及
脇
指

等
之
儀
御
定

度

法

一
、
於
御
賞
地
、
或
他
聞
も
の
、
或
主
な
し
の
も
の
宿
か
り
之
儀
、

ハ倖む

蛍
時
雨
下
代
之
切
手
次
第
借
可
申
候
。
本
町
之
外
脇
々
に
宿
か
し
候

俄
、
堅
御
停
止
候
。
若
狼
に
宿
を
借
し
候
も
の
於
有
之
者
可
申
上
候
。

則
共
も
の
L
家
・
屋
敷
井
家
財
共
に
訴
人
に
可
被
下
事
。

一
、
御
家
中
刀
之
事
、
侍
・
小
者
に
よ
ら
4
1
、
柄
・
さ
や
か
け
て
三
尺

七
寸
、
井
脇
指
を
柄
さ
や
か
け
て
二
尺
五
寸
に
御
定
候
。
此
外
長
〈

致
も
の
有
之
者
、
可
震
曲
言
事
。

一
、
を
ど
り
並
辻
宇
ま
ふ
、
是
叉
御
停
止
候
。
自
然
他
闘
よ
り
か
ぶ

き
を
E
り
怠
ど
相
越
候
共
、
一
切
宿
か
し
候
俄
可
震
曲
官
事
。

四




